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共
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（29）　スポーツの権利と公共性

課
題
設
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

　
前
稿
「
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
終
焉
」
で
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
資

本
主
義
論
と
し
て
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
“
個
人
主
義
の
崩
壊
と
、

他
方
で
の
社
会
的
共
有
1
1
公
共
性
の
台
頭
を
述
べ
た
。
そ
し
て
本

稿
で
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
公
共
性
の
現
局
面
と
課
題
が
詳
論
さ
れ

る
。　

し
か
る
に
、
ス
ポ
ー
ツ
分
野
で
は
こ
れ
ま
で
公
共
性
論
は
皆
無

に
近
い
が
、
類
似
し
た
範
醇
と
し
て
「
ス
ポ
ー
ツ
を
享
受
す
る
権

利
1
ー
ス
ポ
ー
ツ
権
」
が
提
唱
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
国
民
生
活
に

お
け
る
矛
盾
の
激
化
に
よ
る
健
康
要
求
と
、
他
方
で
の
諸
権
利
の

深
化
を
基
盤
と
し
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
七
〇
年
代
の
特

徴
を
形
成
し
た
。
し
か
し
八
O
年
代
か
ら
九
〇
年
代
へ
の
理
論
的

展
望
を
見
い
出
し
き
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
い
ま
、
権
利
論

の
深
化
は
、
実
践
の
と
ら
え
直
し
と
理
論
的
深
化
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
実
践
と
理
論
の
両
側
面
に
ま
た
が
る
視
点
の
一
つ
に
、

公
共
性
論
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
七
〇
年
代
以
降
は
、
日
本
の
国
政
、
地
方
自
治
体
の
隅
々
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

た
る
ま
で
、
ま
さ
に
公
共
性
を
め
ぐ
る
対
立
が
顕
在
化
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
日
本
資
本
主
義
は
七
〇
年
代
に
は
い
り
、
民
間
企
業

主
導
型
か
ら
公
共
事
業
主
導
型
へ
と
転
換
し
、
移
行
し
た
。
こ
れ

と
と
も
に
公
害
問
題
の
主
役
も
民
間
企
業
か
ら
公
共
事
業
に
移
っ

＾
3
）

た
圭
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
典
型
が
、
七
三
年
大
阪
地
裁
に
お

け
る
「
大
阪
空
港
公
害
裁
判
」
で
あ
る
。
住
民
に
よ
る
牛
後
九
時

以
降
の
夜
間
飛
行
差
し
止
め
請
求
に
対
し
て
、
空
港
の
公
共
性
を

重
く
見
て
、
原
告
請
求
は
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

29



一橘論叢 第99巻 第1号　（30）

国
の
言
う
「
公
共
の
福
祉
」
と
、
国
民
・
住
民
の
願
う
「
真
の
公

共
性
」
と
が
真
正
面
か
ら
対
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
教
科
書
検
定
の
違
憲
性
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
て
い
る
、

「
家
永
教
科
書
裁
判
」
の
第
一
審
判
決
（
杉
本
判
決
、
一
九
七
〇

年
）
と
第
二
審
判
決
（
高
津
判
決
、
一
九
七
四
年
）
は
、
国
民
の

教
育
権
と
国
家
の
教
育
権
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
り
、
そ
こ
で
も
、

教
育
の
公
共
性
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
現
在
も
進
行

中
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

　
こ
う
し
て
現
在
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
示
す
と
こ
ろ
の
「
市

民
的
公
共
性
」
、
「
人
民
的
公
共
性
」
そ
し
て
「
独
裁
下
の
統
制
さ

れ
た
公
共
性
」
が
錯
綜
し
、
あ
る
い
は
「
真
の
公
共
性
」
「
下
か

ら
の
公
共
性
」
「
共
か
ら
公
へ
の
公
共
性
」
と
、
「
上
か
ら
の
公
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

性
」
「
公
か
ら
共
へ
の
公
共
性
」
「
官
僚
主
義
的
公
共
」
化
、
「
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
〕

本
主
義
的
社
会
化
1
1
従
属
化
」
「
国
家
的
公
共
性
」
と
の
鋭
い
対

立
の
状
況
に
あ
る
。

　
社
会
教
育
、
社
会
体
育
そ
し
て
ス
ポ
ー
ツ
も
ま
さ
に
そ
の
一
環

に
あ
り
、
例
外
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ス
ポ
ー
ツ
権
の
理
論

と
運
動
も
、
「
上
か
ら
の
公
共
性
」
の
圧
政
下
で
悶
々
と
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
下
か
ら
の
公
共
性
、
真
の
公
共
性
を
確
立
し
な

が
ら
進
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
以
下
、
ス
ポ
ー
ツ
権
研
究
の
概
括
と
公
共
性
論
の
動
向
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
お
け
る
権
利
と
公
共
性
の
関
連
を
究
明
し

よ
う
と
田
甘
う
o

＝
　
ス
ポ
ー
ツ
権
研
究

　
日
本
で
の
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
固
有
な
法
律
は
、
一
九
六
一
年

六
月
に
制
定
さ
れ
た
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
」
が
初
め
て
の
も
の
で

あ
る
。
こ
の
法
律
は
近
づ
く
東
京
オ
リ
ン
ビ
ッ
ク
（
六
四
年
）
に

向
け
て
、
あ
る
い
は
徐
々
に
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
国
民
的
な
ス
ポ

ー
ツ
要
求
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
予
算
規
定
を
持

た
な
い
弱
点
も
有
し
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
恩
想
的
な
基
調
は

「
ス
ポ
ー
ツ
の
自
由
、
自
主
性
を
認
め
つ
つ
も
、
社
会
権
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

の
ス
ポ
ー
ツ
権
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

　
社
会
権
と
し
て
の
自
覚
は
一
九
六
五
年
十
一
月
の
新
日
本
体
育

連
盟
の
創
立
を
期
と
す
る
。
そ
の
創
立
宣
言
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

　
　
「
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
が
少
数
の
ひ
と
の
独
占
物
で
あ
っ
た
時

　
代
は
過
ぎ
ま
し
た
。
そ
れ
は
万
人
の
権
利
で
な
け
れ
ば
な
り
ま

　
せ
ん
。
」

　
そ
し
て
第
一
回
以
降
の
大
会
決
議
で
は
、
そ
の
た
め
の
ス
ポ
i

釧
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（31）　スポーツの構利と公共性

ツ
の
社
会
権
、
杜
会
的
保
障
の
運
動
を
推
進
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
国
際
的
に
見
れ
ぱ
、
憲
法
（
十
八
、
二
五
、
三
五
条

等
）
に
ス
ポ
ー
ツ
権
を
実
定
化
し
た
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
憲
法

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

（
一
九
六
八
年
）
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
は
「
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
庁
の
構
成
に
関
す
る
政
令
」
（
一

九
七
〇
年
）
に
よ
っ
て
ス
ポ
ー
ツ
権
推
進
の
組
織
機
構
を
具
体
化

し
、
さ
ら
に
「
労
働
法
典
」
（
一
九
七
七
年
）
で
は
、
勤
労
者
の

ス
ポ
ー
ツ
享
受
の
権
利
と
経
営
者
側
の
義
務
と
が
明
示
さ
れ
て
い

る
。
労
働
と
ス
ポ
ー
ツ
の
関
連
、
そ
し
て
ス
ポ
ー
ツ
保
障
の
法
体

系
と
し
て
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
最
も
進
ん
だ
も
の
と
考
え

ら
れ
よ
う
。
杜
会
主
義
国
の
ス
ポ
ー
ツ
は
一
般
に
、
大
衆
化
に
お

い
て
も
高
度
化
に
お
い
て
も
高
い
水
準
に
あ
る
が
、
そ
の
背
景
の

一
つ
に
こ
う
し
た
広
範
な
社
会
権
の
保
障
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
さ
て
、
そ
う
し
た
社
会
主
義
国
を
例
外
と
し
て
も
、
ス
ポ
ー
ツ

の
社
会
権
は
世
界
的
趨
勢
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
七
五
年
三
月
の

ヨ
ー
ロ
ッ
バ
ス
ポ
ー
ツ
所
管
大
臣
会
議
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た

「
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
・
み
ん
な
の
た
め
の
ス
ポ
ー
ツ
憲
章
」
、
一
九
七
八

年
十
一
月
の
国
連
ユ
ネ
ス
コ
「
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
国
際
憲
章
」
が

そ
れ
で
あ
る
。
両
者
共
に
、
人
格
の
全
面
的
発
達
に
と
っ
て
ス
ポ

ー
ツ
は
不
可
欠
で
あ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
を
享
受
す
る
こ
と
は
万
人
の

権
利
と
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
保
陣
の
た
め
に
、
国
や
自
治

体
の
貴
任
、
義
務
を
述
ぺ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
1
、
七
〇
年
代
の
動
向
と
特
徴

　
こ
う
し
た
内
外
の
動
向
を
反
映
し
て
ス
ポ
ー
ツ
権
論
が
展
開
さ

れ
る
が
、
そ
の
主
要
論
文
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
七
二
年
の

永
井
憲
一
論
文
は
ス
ポ
ー
ツ
権
の
法
理
論
を
展
開
し
た
初
め
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
m
）

も
の
で
あ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
権
思
想
の
歴
史
を
画
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
降
、
論
文
は
八
一
年
で
一
区
切
り
と
な
り
、
ス
ポ
ー
ツ
権

論
の
動
向
の
第
一
の
特
徴
は
、
七
〇
年
代
に
集
中
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

　
そ
し
て
第
二
の
特
徴
は
、
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
研
究
と
法
学
と
の

関
係
に
あ
る
。
表
1
に
お
け
る
永
井
（
七
二
年
）
、
野
田
（
七
五

年
）
、
浜
野
（
七
八
、
八
○
年
）
、
松
元
（
八
一
年
）
、
大
川
（
八

一
年
）
は
い
ず
れ
も
法
律
関
係
者
で
あ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
権
の
法
理

論
に
お
い
て
激
密
さ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
永
井
に
始
ま
り
、

野
田
、
浜
野
の
中
間
総
括
的
位
置
そ
し
て
松
元
、
大
川
の
総
括
的

位
置
と
い
う
よ
う
に
、
法
理
論
の
要
所
を
占
め
て
い
る
。

　
他
方
、
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
研
究
者
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
本
質
論
、
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表一1 スポーツ権研究主要論文 1972年以降

番号 発行年月 表　　　　　　　　題 籔　　者

1 1972．12 権利としての体育・スポーツ（『体育科教育』〕 永井　憲一

2 1973．1O 雑1月刊杜会教育　　特奥・権利としてのスボーツ

・権利としてのスボーツ 川本　信正

・くらしのなかにレクリエーションとしてのスポーツを 犬掘　孝雄

3 1974．2 スポーツ紘の確立と市民運醐の展開　1 彫山　　健

4 3 同上　　　　　　　　　　2
5 ユ974．1O 国民のスポーツ帷の保障の方途（6月刊祉会教育』〕 広畑　成志

1975．3 ヨーロッパみんなのためのスボーツ簸章

6 1975．3 基本的人権と体育・スポーツ（恨主スポーツ』） 影山　　健

7 4 スポーツの権利と振興法（『民主スボーツ』〕 野田　底書

8 1975．10 雑：体育科教育　　特集・国民のスポーツ権を考える

・国民総スポーツと国民のスポーツ権 竹之下休蔵

・国民スボーツ統一職線 川本信正
・国民の権利としてのスポーツ 影山　　健

・スポーツ権とスポーツ運励 伊藤　高弘

・スポーツ権とスポーツ行政の今後 粂野　　豊

・「スポーツ権」論批判 飯塚　鉄雄

9 I977．1 スポーツ権と国民スポーツ運動｛「一橋論掻」） 伊蕨商弘
10 1977．9 権利としてのスポーツ〔『現代スボーツ論序説’スポー 影山　　健

ツを考えるシリーズ①）
11 1978．1 スポーツ権を考えるユ山3（嘔動文化’13，14、 関・　巷南

15〕
12 1978．4 「スポーツ政策’スポーツを考えるシリーズ④ 申村敏雄鰯
ユ3 ユ978．6 国民のスポーツ権と体育科教育の任務（『保健・体育’） 專深　直臣

ユ978．11 ユネスコ「体育・スボーツ国際憲章」
ユ4 1978．12 「体育・スボーツ権」の再検討（『学術研究一教育・社 浜野　吉生

全教甫・教育心理・体育繍一』早稲田犬学教育学部、

「体育・スポーツ法挙の藷問魎』1983．9に所収〕
ユ5 1979．12 スポーツ権と民主スボーツ（＝議会と自治体」〕 大沢　　毅
16 1980．1 雑：スボーツのひろぱ　　特集・スポーツ推を考える

・スポーツ団体と補助金聞題 伊賀野　明

・ユネスコ「体育・スポーツ国際憲章」をどのように読 森川　貞夫

むか

・スポーツ理念の転換 関　　券南
17 1980．3 体育・スポーツ国際憲章の現代的意義（『スボーツのひ 唐木国彦

ろば』）

18 4 『スポーツ祉会学』 森川　貞夫
19 4 スポーツ権とスポーツ振興法　上（『スボーツめひろば’ 浜野　吉生
20 5 同上　　　　　　　下
21 1980．秋 スポーツ権の意義と課題（，季刊教育法』NO．37） 中村敏雄
22 1980．秋 雑：国民教育　46　特奥・椛利としての庫育・スポー

ツ 中村敏雄
・「対談」権利としての体育・スポーツを考える 伊ケ崎暁生

・権利としてのスボーツ理念 関　　春南
23 1981．4 スポーツ権の法理論と課題ミ『浅律時報’） 松元　忠士
24 1981．12 スポーツの権利（一社会主義法研究年報』NO．6） 犬川　睦夫
25 1986．12 「スボーツ権」恩想の史的研究一我が国の「スボーツ椛」 佐原　寵誌

恩想に対する時代区分試案一（r東京体育学研究』Vo！．

ユ3〕日本体育学会束京支部
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（33）　スポーツの権利と公共性

ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
性
の
究
明
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
尊
門
性
が
に
じ
み
出
て
い
る

か
ら
当
然
の
ヒ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
両
者
の
専
門
性
と
協
カ

が
今
後
の
ス
ポ
ー
ツ
権
の
深
化
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
重
要
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
第
三
の
特
徴
は
、
ス
ポ
ー
ツ
権
、
特
に
社
会
権
と
し
て

の
そ
れ
が
、
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
『
ス
ポ
ー
ツ

権
』
批
判
」
（
七
五
年
）
を
す
る
飯
塚
鉄
雄
で
さ
え
、
「
ス
ポ
ー
ツ

権
は
成
立
し
な
い
」
と
述
べ
つ
つ
も
、
後
半
で
は
、
ス
ポ
ー
ツ
は

強
制
、
抑
圧
、
義
務
で
は
な
く
、
「
不
参
加
権
」
も
あ
る
と
し
て
、

ス
ポ
ー
ツ
の
眉
由
権
ま
で
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
社
会
権
ま
で

は
認
め
た
が
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
文
末
で
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
の
動
向

を
横
目
で
に
ら
み
な
が
ら
、
社
会
権
承
認
の
一
歩
手
前
ま
で
来
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
2
、
ス
ポ
ー
ツ
権
の
根
拠
と
方
法

　
ス
ポ
ー
ツ
権
の
法
理
論
は
、
各
論
者
の
ス
ポ
ー
ツ
観
、
憲
法
条

文
理
解
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
、
多
様
で
あ
る
。
主
要
な
法
源
は

憲
法
二
五
条
（
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
お
く
る
権
利
）
、
二
六

条
（
教
育
を
受
け
る
権
利
）
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
十
三
条
（
幸

福
追
求
権
）
、
二
七
条
（
労
働
、
休
息
権
）
と
の
関
わ
り
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
た
と
え
ぱ
二
六
条
の
た
め
の
手
段
と

し
て
二
五
条
（
健
康
、
ス
ポ
ー
ツ
）
を
捉
え
る
永
井
と
、
二
五
条

の
補
強
と
し
て
の
二
六
条
と
捉
え
る
浜
野
の
よ
う
に
、
正
反
対
の

主
張
も
あ
る
。
ま
た
松
元
の
よ
う
に
、
十
三
条
を
ス
ポ
ー
ツ
活
動

の
自
由
権
と
し
、
二
五
条
に
よ
る
社
会
権
（
国
家
に
よ
る
条
件
整

傭
）
と
し
て
把
握
す
る
方
法
も
あ
る
。
そ
し
て
大
川
が
詳
細
に
紹

介
す
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
で
の
人
格
権
、
労
働
権
と

の
関
わ
り
で
の
展
開
も
あ
る
。

　
こ
う
し
た
法
理
論
へ
の
私
自
身
の
コ
メ
ン
ト
は
今
後
の
課
題
と

し
つ
つ
、
こ
こ
で
は
各
論
者
の
ス
ポ
ー
ツ
権
の
権
利
性
の
根
拠
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
つ
ま
り
ス
ポ
ー
ツ
権
が
何
故
権
利
と
し
て
主

張
し
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
一
に
言
え
る
こ
と
は
、
ス
ポ
ー
ツ
人
口
の
増
大
、
ス
ポ
ー
ツ

の
共
同
化
が
前
提
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
権
利
性
が
展
開
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
工
業
の
発
展
に
よ
る
生
活
全
体
の
省
カ
化
の
中
で
の
運

動
不
足
病
の
発
生
、
人
間
疎
外
の
深
刻
化
の
な
か
で
、
両
者
の
克

服
の
有
カ
な
手
段
の
一
つ
と
し
て
ス
ポ
ー
ツ
が
強
く
求
め
ら
れ
て

い
る
。
し
か
も
ス
ポ
ー
ツ
は
施
設
確
保
を
は
じ
め
と
し
て
個
人
で

は
対
応
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
共
同
で
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

拐
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こ
の
意
味
で
ス
ポ
ー
ツ
は
共
同
化
を
強
め
て
い
る
と
見
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
共
同
化
、
社
会
化
が
す
べ
て
の
人
の
ス
ポ

ー
ツ
を
楽
し
む
権
利
を
生
ま
し
め
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
第
二
に
、
そ
の
権
利
の
内
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
由

権
と
社
会
権
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
国
家
の
千
渉
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
不
作
為
請
求
と
し
て
個
々
人
の
固
有
の
権
利
と
し
て
の
自
由

権
と
し
て
ス
ポ
ー
ツ
は
存
在
す
る
。
こ
れ
は
す
で
に
「
ス
ポ
ー
ツ

振
興
法
」
に
お
い
て
も
基
調
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
現

在
で
は
そ
の
自
由
権
の
保
障
の
た
め
に
も
、
国
家
の
援
助
を
要
求

す
る
作
為
請
求
と
し
て
の
社
会
権
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
n
〕
＾
皿
）

っ
て
こ
の
社
会
権
は
条
件
整
備
と
し
て
も
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
も
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
発
展
と
は
異
な
り
日
本
で
は
「
自
由
権
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

展
開
の
充
分
な
成
熱
を
ま
た
ず
に
、
一
気
に
社
会
権
的
展
開
へ
と

　
　
　
　
　
言
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
葺
）

す
す
も
う
と
し
て
」
お
り
、
「
私
事
性
と
社
会
性
を
統
一
す
る
」

課
題
を
有
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
権
の
根
拠
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
社
会

化
、
共
同
化
が
前
提
と
さ
れ
、
自
由
権
保
障
の
た
め
の
条
件
整
備
、

社
会
権
が
強
調
さ
れ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
共
同
化
や
社
会
権
の
主
張
は
、
ス
ポ
ー

ツ
の
私
事
性
（
自
由
権
）
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
の
私
事
の
十

全
な
る
開
花
の
た
め
に
も
、
共
同
化
を
し
、
公
的
な
保
障
を
求
め

る
こ
と
を
必
然
と
す
る
。
つ
ま
り
「
権
カ
機
関
の
承
認
に
基
づ

く
」
公
共
化
へ
と
進
展
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
共
同
化
か
ら

公
共
化
へ
の
、
要
求
か
ら
権
利
へ
の
理
論
的
、
実
践
的
な
飛
躍
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
る
に
、
こ
れ
ま
で
は
ス
ポ
ー
ツ
の
公
共
化
、
公
共
性
に
つ

い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
無
く
、
現
実
の
混
沌
と
し

た
状
況
の
要
求
に
対
し
て
、
欠
如
し
て
い
た
理
論
的
課
題
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
次
い
で
公
共
性
論
の
動
向
を
概
観

し
、
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
論
と
の
関
係
へ
と
進
ん
で
み
よ
う
と
思
う
。

三
　
公
共
性
論
の
動
向

　
1
、
公
共
性
の
歴
史

　
公
共
性
と
い
う
概
念
と
実
態
も
一
つ
の
歴
史
的
・
社
会
的
な
も

の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
条
件
下
に
お
け
る
市
民
的
公
共
性
を
究
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
∬
）

し
た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
提
起
は
や
は
り
出
色
で
あ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
公
共
性
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
市
民
に
存
在
し
た
個
々

人
の
家
の
生
活
圏
と
は
画
然
と
区
別
さ
れ
た
、
共
同
的
な
国
家
の

生
活
圏
に
始
ま
っ
て
い
る
。

　
　
「
公
的
生
活
は
市
民
の
広
場
で
演
ぜ
ら
れ
、
決
し
て
地
域
に

拠
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結
ぴ
つ
い
た
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
公
共
性
は
、
会
議
や

　
裁
判
の
形
を
と
り
う
る
対
話
と
、
戦
争
で
あ
れ
闘
技
で
あ
れ
共

　
同
の
行
為
と
に
お
い
て
成
立
」
（
十
三
ぺ
ー
ジ
）
し
た
。

こ
う
し
て
、
公
的
・
私
的
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
ロ
ー
マ
法
の
諸

定
義
に
伝
承
さ
れ
、
現
代
を
も
規
定
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
文
中
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
市
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

（
奴
隷
主
）
の
み
が
参
加
し
え
た
「
奴
隷
主
の
ス
ポ
ー
ツ
祭
典
」

で
あ
る
オ
リ
ン
ビ
ヅ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
古
代
の
ス
ポ
ー
ツ
競
技

会
が
市
民
層
の
範
囲
内
と
い
う
限
定
が
あ
る
に
せ
よ
公
事
、
公
共

性
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

　
だ
が
中
世
盛
期
の
封
建
社
会
で
の
公
共
的
世
界
の
存
在
は
立
証

さ
れ
な
い
と
い
う
。
そ
の
代
り
に
支
配
権
の
公
的
表
現
、
社
会
的

地
位
の
徴
表
と
も
い
う
べ
き
代
表
的
具
現
が
存
在
し
た
。
こ
れ
は

「
公
共
性
の
圏
内
で
の
み
行
な
わ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
私
事
と

し
て
の
代
表
的
具
現
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
」
（
十
八
ぺ
ー

ジ
）
。
つ
ま
り
「
代
表
的
具
現
の
公
共
性
の
発
揮
は
、
人
物
の
諸

属
性
。
1
位
章
（
印
綬
と
武
具
）
、
風
貌
（
衣
装
と
髪
型
）
、
挙
措

（
会
釈
と
態
度
）
、
話
法
（
挨
拶
と
一
般
に
様
式
化
さ
れ
た
語
法
）

1
要
す
る
に
『
高
貴
な
』
態
度
の
厳
楕
な
作
法
に
結
び
つ
い
」

（
十
九
ぺ
ー
ジ
）
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
こ
れ
を
ス
ポ
ー
ツ
に
関
連
づ
け
て
言
え
ぱ
、
次
の
表
現

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
代
表
的
具
現
で
は
あ
る
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ

ほ
ど
の
公
共
性
は
示
し
て
い
な
い
。

　
　
「
騎
士
合
戦
の
模
像
で
あ
る
武
技
に
お
い
て
は
、
こ
の
意
味

　
で
の
代
表
的
具
現
が
発
揮
さ
れ
る
。
た
し
か
に
ギ
リ
シ
ャ
の
都

　
市
国
家
の
公
共
圏
に
お
い
て
も
、
武
徳
の
競
演
は
行
な
わ
れ
て

　
い
た
。
し
か
し
宮
廷
的
、
騎
士
道
的
な
代
表
の
公
共
性
は
公
判

　
当
日
よ
り
は
祝
祭
の
日
の
『
盛
典
』
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
も

　
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
政
治
的
意
思
疎
通
の
行
な
わ
れ
る
生
活

　
圏
で
は
な
い
。
そ
れ
は
封
建
的
権
威
の
威
儀
と
し
て
、
一
つ
の

　
社
会
的
地
位
を
顕
彰
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
十
九
ぺ
ー
ジ
）

　
し
か
し
や
が
て
市
民
（
ブ
ル
ジ
目
ア
ジ
ー
）
の
台
頭
と
共
に
、

市
民
層
の
要
求
の
実
現
と
し
て
、
公
開
の
討
論
（
公
開
性
）
、
を

要
求
す
る
動
向
が
生
ま
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
当
初
は
独
自
の
ク
ラ

ブ
、
新
聞
と
い
う
範
囲
で
の
「
文
芸
的
公
共
性
」
に
隈
定
さ
れ
て

い
た
も
の
が
、
や
が
て
は
選
挙
権
等
も
合
め
た
「
政
治
的
公
共

性
」
と
し
て
公
然
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
一
九
世
紀
中
頃
に
な
る
と
、
「
財
産
処
分
権
と
私
的
自

偉
の
基
盤
を
欠
く
」
労
働
者
階
級
の
進
出
に
と
も
な
う
「
人
民
的

公
共
性
」
の
出
現
の
一
方
で
、
市
民
的
公
共
性
の
崩
壊
過
程
も
始

35
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ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
2
、
現
代
生
活
と
公
共
性
　
　
．

　
わ
が
国
の
経
済
政
策
面
で
公
共
事
業
で
あ
る
社
会
質
本
が
間
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

と
な
っ
た
の
は
一
九
六
〇
年
の
「
所
得
倍
増
計
画
」
で
あ
る
。
そ

れ
を
背
景
と
し
て
、
「
公
共
経
済
学
」
も
生
ま
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
国
民
一
般
と
し
て
社
会
資
本
が
意
識
さ
れ
た
の
は
、
都

市
間
魑
の
激
化
し
た
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
六
〇
年

代
の
高
度
経
済
成
長
を
支
え
た
の
は
世
界
的
に
も
類
を
見
な
い
、

産
業
基
盤
重
視
の
公
共
投
資
で
あ
っ
た
。
他
方
、
都
市
へ
吸
い
寄

せ
ら
れ
た
勤
労
国
民
は
、
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
杜
会
化
を
必

　
　
　
＾
㎎
）

然
と
し
た
が
、
そ
の
た
め
の
生
活
基
盤
で
あ
る
社
会
的
共
同
消
費

手
段
（
挙
校
、
病
院
、
図
書
館
、
体
育
施
設
、
公
園
、
上
下
水
道
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
9
）

公
共
賃
貸
住
宅
、
厚
生
施
設
等
）
の
欠
乏
に
よ
り
、
古
典
的
な
貧

困
に
加
え
た
「
現
代
的
貧
困
」
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
一
っ

た
。　

こ
う
し
た
な
か
で
、
自
ら
の
生
存
権
、
健
康
権
、
環
境
権
等
、

い
わ
ゆ
る
「
新
し
い
人
権
」
と
い
う
生
命
の
危
機
克
服
の
裁
判
の

一
つ
と
し
て
、
冒
頭
に
述
べ
た
大
阪
空
港
公
害
裁
判
が
あ
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
空
港
の
公
共
性
が
問
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

判
決
は
「
公
共
の
福
祉
」
を
た
て
と
し
て
、
原
告
住
民
の
請
求
を

否
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
裁
判
は
ま
た
、
佳
民
の
側

か
ら
の
公
共
性
と
は
何
か
を
も
厳
し
く
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
公
共
性
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
で
は
国
が
常
用
し
て
い
る

よ
う
に
「
公
共
の
福
祉
」
と
し
て
、
言
わ
ぱ
上
か
ら
下
へ
、
「
国

家
的
公
共
性
」
と
と
ら
え
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
の

辺
の
弱
さ
は
、
民
主
主
義
革
命
の
完
全
遂
行
が
な
さ
れ
て
い
な
い

日
本
国
民
の
克
服
す
べ
き
一
つ
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
弱
さ
の
根
源
と
し
て
、
遠
く
日
本
の
奴
隷
制
社
会
の
形
成

の
さ
れ
方
、
つ
ま
り
個
々
の
未
確
立
な
ま
ま
で
共
同
体
が
確
立
し
、

公
共
性
は
国
家
に
属
す
る
と
い
う
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
の
成

立
過
程
に
も
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
　
「
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、
歴
史
を
通
し
て
ア
ジ
ア
的
共
同

　
体
の
論
理
が
常
に
基
底
に
横
た
わ
り
、
民
衆
は
専
制
的
な
国
家

　
共
同
体
（
幻
想
的
な
）
の
一
員
と
し
て
く
み
こ
ま
れ
、
西
欧
に

　
み
ら
れ
る
よ
う
な
市
民
社
会
の
成
立
、
展
開
を
み
る
こ
と
な
く

　
経
過
し
た
だ
け
に
、
民
衆
の
な
か
で
共
同
性
は
存
在
し
て
い
た

　
と
し
て
も
そ
れ
を
公
共
性
へ
と
転
化
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

公
共
性
は
常
に
昆
衆
の
社
会
次
元
か
ら
離
れ
た
上
位
の
世
界
に

　
即
自
的
に
属
す
る
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
、
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（37）　スポーツの権利と公共性

　
こ
の
民
衆
の
次
元
は
『
私
』
と
し
て
観
念
さ
れ
、
公
共
性
は

　
『
公
』
と
し
て
『
私
』
に
優
先
し
絶
対
的
な
カ
を
保
持
し
て
き

　
＾
2
0
〕

　
た
L
（
四
五
ぺ
ー
ジ
）
。

　
　
「
現
代
日
本
に
お
け
る
公
共
性
は
、
特
殊
ア
ジ
ア
的
・
日
本

　
的
公
共
性
と
資
本
主
義
的
公
共
性
の
奇
妙
な
混
合
物
と
し
て
現

　
わ
れ
て
き
て
い
る
」
（
四
六
ぺ
－
ジ
）
。

　
こ
う
し
た
歴
史
的
制
約
を
持
っ
た
日
本
の
公
共
性
も
、
七
〇
年

代
の
国
民
、
地
域
住
民
の
諸
運
動
に
よ
っ
て
、
「
住
民
参
加
か
ら

自
治
へ
」
と
成
長
し
、
共
同
か
ら
公
共
性
へ
、
「
真
の
公
共
性
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
）

確
立
へ
犬
き
な
前
進
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
諸
経
験
を
踏
ま
え
て
、
宮
本
憲
一
は
公
共
性
を
次
の

よ
う
に
定
義
し
て
お
り
、
ス
ポ
ー
ツ
権
を
推
進
す
る
う
え
で
も
犬

き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
「
公
共
施
設
が
そ
の
存
立
す
る
社
会
の
生
産
や
生
活
の
一
般

　
的
共
同
社
会
的
条
件
を
保
障
し
、
特
定
の
私
人
や
私
企
業
に
占

　
有
さ
れ
た
り
、
利
潤
原
理
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
の
で
な
く
、

　
す
べ
て
の
国
民
に
平
等
に
安
易
に
利
用
さ
れ
る
か
、
社
会
的
公

　
平
の
た
め
に
建
設
さ
れ
る
こ
と
。
そ
の
建
設
・
改
造
・
管
理
・

　
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
周
辺
住
氏
の
基
本
的
人
権
を
侵
害
せ
ず
、

　
か
り
に
必
要
不
可
欠
の
施
設
で
あ
っ
て
も
、
で
き
う
る
か
ぎ
り

　
周
辺
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
、
そ
の
設
置
、

　
改
良
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
住
民
の
同
意
あ
る
い
は
、
す
す
ん

　
で
参
加
．
管
理
を
も
と
め
る
よ
う
な
民
主
的
手
続
き
が
保
障
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
吻
）

　
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
L

　
こ
の
中
に
公
共
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
建
設
・
管
理
・
運
営
を
置
い

て
み
る
と
き
、
ス
ポ
ー
ツ
運
動
が
課
題
と
し
て
い
る
建
設
時
で
の

住
民
の
意
志
の
反
映
、
管
理
・
運
営
の
民
主
化
、
自
治
体
の
直
営

化
、
低
料
金
で
の
使
用
等
、
下
か
ら
の
公
共
性
の
実
現
を
め
ざ
す

う
え
で
は
、
不
可
避
な
課
題
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
る
。

　
3
、
国
民
の
教
育
権
と
教
育
の
公
共
性

　
次
い
で
、
ス
ポ
ー
ツ
に
も
直
接
的
に
関
わ
る
国
民
の
教
育
権
思

想
と
そ
こ
に
お
け
る
公
共
性
の
考
え
方
を
検
討
し
よ
う
と
思
う
。

　
教
科
書
の
国
定
化
、
教
育
の
国
家
統
制
を
意
図
す
る
政
府
は
、

選
挙
に
よ
る
議
会
を
、
教
育
に
お
け
る
国
民
の
信
託
権
と
曲
解
し
、

国
家
の
教
育
権
を
循
と
し
て
、
上
か
ら
の
公
共
性
論
を
主
張
し
教

育
内
容
に
介
入
す
る
。

　
し
か
る
に
、
杉
本
判
決
（
七
〇
年
七
月
）
に
み
る
よ
う
に
、
教

育
権
の
中
心
は
国
民
の
側
に
あ
る
。
そ
の
恩
想
的
骨
格
は
次
の
よ

　
　
＾
鴉
）

う
に
な
る
。

扮
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子
ど
も
は
生
存
権
・
発
達
権
を
基
礎
と
し
て
学
習
H
教
育
を
受

け
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
．
こ
の
教
育
を
受
け
る
権
利
は
、
人
権

の
中
で
も
最
も
基
底
的
な
権
利
で
あ
る
生
存
の
権
利
・
幸
福
追
求

の
権
利
と
不
可
分
で
あ
る
。
こ
の
学
習
権
を
保
障
す
る
た
め
に
、

第
一
義
的
に
は
親
が
義
務
を
有
し
て
い
る
（
親
の
教
育
権
）
。
親

は
そ
の
義
務
を
共
同
化
し
、
教
師
に
委
託
す
る
の
で
あ
る
。
他
方

国
家
は
一
そ
う
し
た
国
民
の
教
育
権
を
支
え
る
べ
く
、
条
件
整
備

を
な
す
義
務
が
生
じ
る
。
以
上
が
国
民
の
教
育
権
の
基
本
構
造
で

あ
る
。

　
こ
う
し
て
近
代
公
教
育
制
度
は
、
学
習
と
い
う
私
事
の
組
織
化
、

親
義
務
の
共
同
化
、
祉
会
化
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ
こ
で
は
、

「
公
」
概
念
は
「
私
」
概
念
と
基
本
的
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
「
教
育
の
自
由
」
か
ら
公

教
育
制
度
へ
と
展
開
し
て
お
り
、
「
公
教
育
に
お
け
る
『
公
』
と

は
、
個
々
の
市
民
の
こ
の
よ
う
な
教
育
上
の
利
益
な
い
し
要
求
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

う
ち
共
通
な
も
の
を
取
り
出
し
、
こ
れ
を
社
会
的
規
模
で
組
織
編

、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
娑
　
’

成
す
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
社
会
公
共
概
念
で
あ
る
」

　
す
で
に
述
べ
た
ス
ポ
ー
ツ
権
で
は
共
同
化
（
公
共
化
）
が
権
利

を
生
む
構
造
で
あ
っ
た
も
の
が
、
教
育
権
に
お
い
て
は
権
利
が
共

同
化
、
公
共
化
を
生
む
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
権
利
と
公
共

性
の
関
連
の
方
法
論
的
検
討
も
、
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
そ
れ
に
対

し
て
も
課
題
を
提
起
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
同
じ
教
育
権
の
範
醇
で
あ
っ
て
も
、
教
師
と
い
う
媒
介

を
有
し
な
い
社
会
教
育
に
お
い
て
は
、
学
校
教
育
と
は
若
千
性
椿

を
異
に
す
る
。
つ
ま
り
、
社
会
教
育
は
自
己
教
育
の
組
織
化
、
参

　
　
　
　
　
　
　
＾
筆

加
に
よ
る
自
治
と
創
造
を
め
ざ
し
、
学
習
主
体
の
教
育
主
体
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
％
〕

成
長
、
転
化
を
そ
の
本
質
と
す
る
。
こ
の
自
己
発
達
の
主
体
化
の

営
み
が
、
単
に
私
事
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
国
民
的
、
社

会
的
見
地
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
現
状
に
、
社
会
教
育
の

公
共
性
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
社
会
教
育
は

本
来
的
に
、
そ
の
公
共
性
の
中
に
公
共
性
の
内
実
を
豊
か
に
し
そ

れ
を
実
現
さ
せ
る
カ
を
内
在
化
さ
せ
る
特
性
を
有
し
て
い
る
。

　
が
し
か
し
、
学
校
教
育
と
同
様
に
社
会
教
育
に
お
い
て
も
、
私

事
化
（
教
育
を
資
本
の
営
利
対
象
と
す
る
）
、
上
か
ら
の
「
公
共

性
」
に
ょ
る
”
教
化
・
、
抑
圧
が
強
め
ら
れ
て
い
る
。
真
の
公
共

性
を
実
現
す
る
た
め
に
凶
、
人
権
保
障
、
民
主
的
進
歩
を
内
実
と

す
る
公
教
育
性
の
実
現
が
社
会
教
育
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い

る
。

四
　
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
・
公
共
性
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（39）　スポーツの権利と公共性

　
こ
れ
史
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
権
研
究
と
公
共
性
論

の
動
向
、
そ
こ
で
捷
起
さ
れ
た
諸
課
題
等
か
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
の
権

利
と
公
共
性
の
関
係
に
お
け
る
歴
史
性
と
構
造
性
が
導
か
れ
る
。

　
1
、
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
・
公
共
性
の
歴
史

　
そ
も
そ
も
権
利
と
い
う
用
語
が
い
か
な
る
時
代
に
い
か
な
る
背

景
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
自
体
が
た
い
へ
ん
な
研

究
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
現
在
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
か

を
明
確
に
し
、
そ
の
視
点
で
の
歴
史
的
形
成
を
見
る
こ
1
と
は
可
能

で
あ
ろ
う
。

　
　
「
権
利
は
、
私
的
利
益
や
生
活
要
求
を
基
礎
に
し
、
そ
こ
か

　
ら
出
発
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
ポ
る
が
、
そ
れ
に

　
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
社
会
的
正
義
と
し
て
の
公
的
性
質
を
お

　
び
た
も
の
と
し
て
普
遍
的
に
承
認
さ
れ
た
利
益
内
容
の
こ
と
で

　
あ
る
。
こ
の
点
が
、
権
利
と
単
な
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
の
差
異
で

　
＾
娑

　
あ
る
。
」

　
　
「
権
利
が
、
社
会
的
利
益
の
対
立
と
相
互
承
認
を
と
お
し
て

　
形
成
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
を
最
終
的
に
支
え
る
も
の

　
は
、
そ
の
利
益
の
担
い
手
の
祉
会
的
カ
関
係
の
動
態
で
あ
り
、

　
そ
の
カ
関
係
に
応
じ
て
、
権
利
は
変
動
す
る
。
」
（
同
前
、
二
二

　
九
ぺ
ー
ジ
）

　
こ
こ
で
注
視
し
て
お
き
た
い
の
は
、
多
様
な
要
求
が
権
利
と
し

て
の
承
認
を
得
る
に
は
、
社
会
的
な
カ
関
係
の
も
と
で
、
何
ら
か

の
「
権
カ
機
関
」
の
承
認
を
必
要
と
し
て
い
る
、
そ
の
意
味
で
単

な
る
共
同
性
で
は
な
く
公
共
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
の
場
合
の
「
権
カ
機
関
」
と
は
、
国
で
あ
り
自
治
体
で

あ
る
。
ま
た
労
使
関
係
に
お
い
て
は
経
営
理
事
会
等
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

　
こ
れ
を
ス
ポ
ー
ツ
権
に
応
用
さ
せ
た
場
合
、
そ
の
権
利
性
の
究

明
は
よ
り
鮮
明
と
な
ろ
う
。
こ
の
場
合
権
利
の
根
底
を
規
定
す
る

の
は
生
産
関
係
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
注
（
1
6
）
参
照
）
。

つ
ま
り
、
生
産
手
段
の
所
有
の
あ
り
方
が
、
生
活
手
段
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
社
会
関
係
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
と
公
共
性
の
関
係
も
、
そ
の
範
曙
で
と

ら
え
ら
れ
よ
う
。
生
産
手
段
の
所
有
者
が
生
活
手
段
の
所
有
者
で

あ
り
、
余
暇
と
ス
ポ
ー
ツ
の
所
有
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
と
公
共
性
の
関
係
、
特
に
そ
の
歴

史
性
に
つ
い
て
、
表
2
に
対
応
さ
せ
な
が
ら
素
描
し
て
み
た
い
。

尚
、
本
項
で
は
表
題
と
し
て
、
「
権
利
と
公
共
性
」
を
「
権
利
・

公
共
性
」
と
改
め
た
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
両
者
が
不
可

鎚
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表一2

匝始共同仏祉全

顛蝕刷趾全

スポーツの権利・公共性の歴史

スポーツの冊‘刊 スポ■’ソの公共性

（スポーツ所有〕価瓜冊成πの共同所有

　　　匝姑的、来分化な一1描利・公共性」の葎在

（スポーツ所有）蚊理圭のスボーツ（姐款主’市民のスポ

　　　　　　　　ーツ所有〕

『施民的」柵利　　　　「市民」の公乖，公典佳
スポーツ婚奥の碧加責協　　　公耶とLてのスポーツ｛罠典

｛スポーツ所桁）ヨ三要には黄猷のスポーツ

甥理制趾会
血放の特焔　　　　　　　　艮放内での公共笹

他席胴へのスポーツ胸1＝令

（スポーツ所有〕i1眠＝プルジ≡アジーのスポーツ独占

賓本主誰祉会

社会主撞祉会

ブルジョアスポーツ価　　　ブルフヨア的公共性

アマチュア規定

ユ

↓7マチュアー』ズムの骸錠

↓

人民的スポーツ焔　　　　　人趾的公共性

〔スボーツ所有〕全人民によるスポーツ所有

スポーツの自曲椛と祉全楡の統’

スポーツの租再性と公共性の続一

分
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
ω
原
始
共
同
体
杜
会

　
こ
こ
で
の
ス
ポ
ー
ツ
所
有
は
、
種
族
全
員
の
共
同
所
有
で
あ
る
。

当
時
ス
ポ
ー
ツ
は
起
源
・
成
立
し
て
間
も
な
い
頃
で
あ
り
、
労
働

と
の
関
係
も
緊
密
な
未
分
化
な
文
化
で
あ
っ
た
。
生
産
水
準
が
低

く
、
剰
余
生
産
物
も
少
な
く
、
私
的
所
有
も
生
ま
れ
て
い
な
か
っ

た
。
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
意
味
か
ら
も
ス
ポ
i
ツ
は
社
会
に
必

須
の
文
化
で
あ
り
、
社
会
全
員
の
共
同
所
有
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
杜
会
で
は
、
権
利
や
公
共
性
と
い
う
概
念
は
杜
会
生

活
の
中
に
具
現
さ
れ
て
い
て
も
、
い
ま
だ
未
分
化
な
原
初
的
な
形

態
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
当
時
の
生
産
水
準
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
労

働
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
の
性
楕
の
濃
厚
な
ス
ポ
ー
ツ
は
、
そ

れ
へ
の
参
加
が
義
務
と
し
て
、
社
会
的
な
強
制
カ
も
働
い
た
で
あ

ろ
う
。
こ
ヶ
し
て
、
権
利
、
義
務
、
公
共
性
が
揮
然
一
体
と
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
②
奴
隷
制
杜
会

　
剰
余
生
産
物
の
独
占
化
に
始
ま
る
奴
隷
制
社
会
は
奴
隷
主
．
（
1
1

市
民
）
と
奴
隷
と
い
う
階
級
社
会
で
あ
る
。
そ
の
典
型
は
古
代
ギ

リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
で
の
ス
ポ
ー
ツ
所
有
は
、
も
っ
ぱ
ら
市
民
（
…
奴
隷
主
）

の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
古
代
オ
リ
ン
ビ
ヅ
ク
祭
典
を
は

じ
め
と
す
る
約
三
〇
〇
の
競
技
会
も
す
べ
て
「
奴
隷
主
の
ス
ポ
ー

ツ
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
奴
隷
制
社
会
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
の
権

利
と
公
共
性
が
誕
生
す
る
。
つ
ま
り
ス
ポ
i
ツ
の
権
利
と
は
市
民

（
1
1
奴
隷
主
）
の
権
利
で
あ
り
、
そ
れ
は
オ
リ
ン
ビ
ッ
ク
祭
典
の

参
加
資
格
に
代
表
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
「
ギ
リ
シ
ャ
人
（
市
民
）

で
あ
る
こ
と
、
犯
罰
歴
の
な
い
こ
と
」
が
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
て
ス
ポ
ー
ツ
は
、
国
家
（
ポ
リ
ス
）
の
公
共
施
設
で
あ
る
ギ
ム

40一
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ナ
シ
オ
ン
に
お
い
て
な
さ
れ
、
国
家
の
公
楽
と
し
て
の
祭
典
に
お

い
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
市
民
（
奴
隷
主
）
の
権
利
と

公
共
性
が
不
可
分
の
関
係
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
倒
封
建
制
社
会

　
封
建
制
社
会
は
、
農
奴
等
も
若
干
の
私
的
所
有
を
認
め
ら
れ
、

身
分
階
層
の
分
化
し
た
社
会
で
あ
る
が
、
支
配
者
は
貴
族
で
あ
る
。

ス
ポ
ー
ツ
所
有
に
つ
い
て
も
、
農
奴
に
み
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る

「
原
始
的
フ
ヅ
ト
ボ
ー
ル
」
の
誕
生
も
あ
り
、
封
建
制
全
体
が
近

代
ス
ポ
ー
ツ
の
温
床
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
貴
族

の
ス
ポ
ー
ツ
所
有
社
会
で
あ
る
。
彼
ら
は
魔
狩
り
や
宮
廷
で
の
ゲ

ー
ム
等
を
楽
し
ん
だ
。
ま
た
封
建
制
社
会
の
ス
ポ
ー
ツ
形
態
を
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憂
）

き
く
特
徴
づ
け
た
騎
士
（
下
級
貴
族
の
範
畷
に
入
る
）
の
武
技
は
、

権
威
の
象
徴
と
し
て
の
代
表
的
具
現
、
「
公
共
性
」
で
あ
っ
た
ろ

・
つ
o

　
し
か
も
他
方
で
、
農
奴
等
へ
の
狩
猟
禁
止
令
や
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル

禁
止
令
在
ど
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ス
ポ
ー
ツ
の
貴
族
に
よ
る
独
占

化
を
直
接
的
に
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
、
結
果
的

に
そ
う
な
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
封
建
制
社
会
総
体
と
し
て
、
貴
族
の
ス
ポ
ー
ツ
独

占
、
ス
ポ
ー
ツ
権
主
張
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
権

利
と
対
応
し
て
、
き
わ
め
て
ゆ
る
い
形
態
で
あ
り
な
が
ら
、
鷹
狩

り
を
は
じ
め
と
す
る
ス
ポ
ー
ツ
行
事
、
施
設
等
の
、
貴
族
内
で
の

「
市
民
権
」
、
共
同
化
、
そ
し
て
公
共
的
性
格
を
獲
得
し
た
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ω
貿
本
主
義
社
会

　
資
本
主
義
社
会
の
ス
ポ
ー
ツ
所
有
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ

　
　
＾
2
9
）

て
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
く
簡
単
に
触
れ
る
に
留
め
る
。

　
ス
ポ
ー
ツ
は
近
代
市
民
（
ブ
ル
ジ
冨
ア
ジ
i
）
に
よ
っ
て
独
占

さ
れ
た
。
つ
ま
り
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
が
ブ
ル
ジ
冒
ア
ジ
ー
の
ス
ポ

ー
ツ
権
と
し
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
に
は
、

身
分
的
（
政
治
－
的
）
規
定
、
経
済
的
規
定
、
倫
理
的
規
定
の
三
要

素
が
あ
る
が
、
身
分
的
（
政
治
的
）
規
定
の
初
期
を
見
る
と
、
ア

マ
チ
ュ
ア
と
は
陸
海
軍
士
官
、
文
官
、
紳
士
、
大
学
生
、
パ
ブ
リ

ツ
ク
．
ス
ク
ー
ル
の
生
徒
た
ち
、
つ
ま
り
社
会
の
上
層
階
層
で
あ

り
、
機
械
工
、
職
人
、
肉
体
労
働
者
お
よ
ぴ
プ
ロ
フ
ェ
ヅ
シ
ョ
ナ

ル
な
ど
の
労
働
者
階
級
は
競
技
会
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
経
済
的
規
定
を
見
る
と
、
個
人
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
前
面

に
示
さ
れ
る
。
た
と
え
ぱ
「
ブ
ロ
ー
ク
ン
タ
イ
ム
ベ
イ
メ
ン
ト

（
休
業
保
陣
）
の
禁
止
」
「
実
費
支
給
禁
止
」
「
賞
金
等
目
当
て
出
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場
の
禁
止
L
「
宣
伝
の
手
段
と
し
て
の
出
場
禁
止
」
等
で
あ
る
が
、

主
要
に
は
最
初
の
二
つ
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
労
働
者

階
級
の
実
質
的
排
除
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ブ

ル
ジ
目
ア
ジ
ー
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
規
定
と
い
う
労
働
者
階
級
排
除

の
意
図
を
、
個
々
人
の
資
金
で
ま
か
な
え
と
い
う
個
人
主
義
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
で
粉
飾
し
な
が
ら
進
行
さ
せ
て
き
た
。
こ
う
し
て
、

金
が
あ
れ
ぱ
誰
で
も
参
加
で
き
る
と
い
う
立
て
前
を
と
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
意
味
で
は
ブ
ル
ジ
目
ア
ジ
ー
に
よ
る
ス
ポ
ー
ツ
の

権
利
の
主
張
は
、
身
分
で
排
除
す
る
封
建
賛
族
の
独
占
に
対
抗
す

る
う
え
で
は
、
ま
さ
に
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
民
主
主
義
革
命
で
あ
り
、
ス

ポ
ー
ツ
の
私
事
性
の
確
立
、
自
由
権
の
確
立
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
他
方
で
、
ス
ポ
ー
ツ
は
そ
の
施
設
、
行
事
の
性
椿
か
ら
、

個
人
で
ま
か
な
う
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ブ

ル
ジ
目
ア
ジ
ー
は
ク
ラ
ブ
を
縞
成
し
、
自
ら
の
会
費
を
も
っ
て
運

営
し
、
ス
ポ
ー
ツ
の
共
同
化
、
社
会
化
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
あ
っ
て
も
、
テ
ー
ム
ズ
川
に
お
け
る
ボ
ー
ト
レ
ー

ス
や
陸
上
競
技
場
の
よ
う
に
、
公
共
の
施
設
は
必
要
な
の
で
あ
り
、

国
や
自
治
体
の
「
権
カ
機
関
」
も
、
そ
う
し
た
ブ
ル
ジ
目
ア
ジ
ー

の
要
求
に
対
応
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ブ
ル
ジ
冒
ア
ジ
ー

の
ス
ポ
ー
ツ
権
に
対
応
し
て
、
ブ
ル
ジ
目
ア
ジ
ー
の
範
囲
内
で
の

公
共
性
も
ま
た
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ア
マ
チ
ュ
ア

リ
ズ
ム
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
世
界
内
で
の
権
利
と
公
共
性
を
有

し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
そ
の
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
も
、
今
世
紀
初
頭
か
ら
崩
壊

過
程
に
入
り
、
七
〇
年
代
に
は
。
オ
リ
ン
ビ
ヅ
ク
憲
章
か
ら
さ
え

「
ア
マ
チ
ュ
ア
」
の
用
語
は
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
そ
の

成
立
・
崩
壊
過
程
を
実
証
し
な
が
ら
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
崩

壌
過
程
は
個
人
主
義
の
崩
壊
で
あ
り
、
公
共
性
の
復
権
で
あ
る
と

述
べ
た
（
注
－
文
献
）
。

　
し
か
し
い
ま
、
そ
れ
だ
け
で
は
少
々
説
明
不
足
で
あ
る
よ
う
に

恩
う
。
と
い
う
の
も
、
い
ま
見
て
き
た
よ
う
に
ス
ポ
ー
ツ
の
歴
史

を
権
利
と
公
共
性
の
視
点
で
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
発

展
段
階
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
所
有
者
に
対
応
し
た
権
利
と
公
共
性

の
形
態
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
在
我
々
が
日
々

直
面
し
て
い
る
ス
ポ
ー
ツ
の
公
共
性
は
、
単
に
「
公
共
性
」
と
い

う
表
現
で
は
は
な
は
だ
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ス
ポ
ー
ツ
権
、
ブ
ル
ジ
目
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
公
共
性
の

継
承
・
発
展
と
し
て
の
新
た
な
ス
ポ
ー
ツ
権
、
ス
ポ
ー
ツ
の
公
共

性
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
実
は
そ
れ
は
、
人
民
的
ス
ポ
ー
ツ
権
、
人
民
的
ス
ポ
ー
ツ
の
公

狽
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共
性
、
つ
ま
り
人
民
的
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
・
公
共
性
で
あ
る
。
ス

ポ
ー
ツ
権
研
究
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
七
〇
年
代
以
降
は
、
国
際

的
に
も
、
国
内
的
に
も
「
す
べ
て
の
人
が
ス
ポ
ー
ツ
を
享
受
す
る

権
利
」
を
持
ち
、
そ
の
・
た
め
の
保
障
を
国
や
自
治
体
が
行
う
時
代

に
入
っ
た
か
．
ら
で
あ
る
。

　
ス
ポ
ー
ツ
の
大
衆
化
・
高
度
化
の
両
面
に
お
い
て
労
働
者
階
級

と
そ
の
子
女
の
進
出
が
あ
り
、
そ
の
両
面
に
お
い
て
ス
ポ
ー
ツ
の

公
共
化
は
進
行
し
て
い
る
。

　
現
在
、
費
本
主
義
国
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
ス
ポ
ー
ツ
享
受

に
は
、
国
家
に
よ
る
組
織
化
、
そ
し
て
日
本
に
見
る
よ
う
な
根
強

い
受
益
者
負
担
主
義
等
の
諸
障
害
は
あ
る
に
せ
よ
全
人
口
、
全
人

民
へ
の
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
、
全
人
民
の
ス
ポ
ー
ツ
所
有
の
時
代
へ

着
実
に
前
進
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　
㈲
杜
会
主
義
社
会

　
社
会
主
義
社
会
は
生
産
手
段
の
社
会
的
共
同
所
有
を
基
本
と
す

る
体
制
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
憲
法
を
筆
頭
と
し
て
、
ス

ポ
ー
ツ
の
権
利
・
公
共
性
は
、
手
厚
く
保
障
さ
れ
て
お
り
、
国
民

ス
ポ
ー
ツ
の
大
衆
化
・
高
度
化
で
は
著
し
い
進
歩
を
示
し
て
い
る
。

多
く
の
資
本
主
義
国
が
、
た
と
え
表
層
だ
け
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の

経
験
を
模
倣
し
、
追
随
し
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
上
級
選
手
の
国
家

的
養
成
や
奨
学
（
励
）
金
等
の
給
与
は
、
こ
れ
ま
で
の
ア
マ
チ
ュ

ア
リ
ズ
ム
が
い
わ
ゆ
る
「
ス
テ
ー
ト
・
ア
マ
」
と
し
て
真
正
面
か

ら
否
定
し
て
き
た
事
柄
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
で
は
逆

に
真
正
面
か
ら
要
求
し
始
め
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
単
に
歴
史

の
皮
肉
と
い
う
レ
ベ
ル
の
間
題
で
は
な
く
、
歴
史
発
展
の
法
則
性

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
2
、
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
・
公
共
性
の
構
造

　
だ
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
資
本
主
義
国
で
の
ス
ポ
ー
ツ
は
、

ブ
ル
ジ
目
ア
的
権
利
・
公
共
性
の
崩
壊
を
示
し
な
が
ら
も
、
そ
れ

が
即
人
民
的
権
利
・
公
共
性
へ
と
移
行
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ブ

ル
ジ
目
ア
的
国
家
統
制
下
へ
の
組
織
化
、
大
資
本
に
よ
る
営
利
対

象
化
、
さ
ら
に
は
公
共
施
設
・
婁
業
の
営
利
化
等
に
よ
っ
て
、
人

民
的
権
利
・
公
共
性
の
実
現
と
の
矛
盾
を
ま
す
ま
す
大
き
く
さ
せ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
項
で
は
、
先
項
の
歴
史
発
展
に
お
け
る

現
段
階
で
の
権
利
と
公
共
性
の
構
造
性
を
検
討
す
る
。

　
ω
人
民
的
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
・
公
共
性
の
台
頭

　
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
現
状
で
の
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
・
公
共
性

は
、
資
本
主
義
国
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
富
ア
的
な
そ
れ
と
、
人
民
的

な
そ
れ
と
の
対
立
、
矛
盾
を
激
化
さ
せ
て
い
る
。
奴
隷
制
社
会
、

43



一橋論叢 第99巻 第1号（44）

封
建
制
社
会
で
の
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
・
公
共
性
が
、
厳
し
い
階
級

制
と
対
応
し
て
、
支
配
階
級
内
で
の
比
較
的
安
定
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
す
れ
ぱ
、
ブ
ル
ジ
目
ア
的
（
市
民
的
）
権
利
と
公
共
性
は
、

封
建
制
へ
の
対
抗
と
同
時
に
、
労
働
者
階
級
の
排
除
と
い
う
両
側

面
を
持
っ
た
。
し
た
が
っ
て
封
建
制
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
下
か

ら
の
権
利
・
公
共
性
の
主
張
で
あ
り
、
進
歩
の
側
面
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
資
本
主
義
の
安
定
期
に
入
る
と
、
資
本
家
の
占
有
が
す
す

み
、
公
共
性
は
か
っ
て
の
奴
隷
主
、
封
建
貴
族
の
公
共
性
と
同
様

に
、
自
ら
の
階
級
の
要
求
を
目
ら
の
権
カ
に
よ
っ
て
達
成
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
権
利
と
公
共
性
の
主
張
に
お
い
て
「
権
カ
機
関
」

と
の
基
本
的
矛
盾
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

　
し
か
る
に
、
現
状
の
人
民
的
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
・
公
共
性
の
台

頭
の
も
と
で
は
、
ブ
ル
ジ
目
ア
的
権
カ
は
表
面
的
に
は
全
国
民
的

形
式
を
と
り
な
が
ら
も
、
実
質
的
に
は
む
し
ろ
上
か
ら
の
「
権

利
・
公
共
性
」
の
押
し
つ
け
と
な
っ
て
い
る
。

　
し
・
か
し
た
と
え
人
昆
的
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
・
公
共
性
の
前
に
多

く
の
障
害
が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
社
会
発
展
の
趨
勢
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
発
展
が
傍
観
の
う
ち
に

貫
徹
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
「
権
利
の
闘
争
」
が
必
要

で
あ
る
こ
と
も
ま
た
歴
史
の
法
則
で
あ
ろ
う
。

　
ω
人
民
的
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
・
公
共
性
の
根
拠

　
こ
こ
で
、
人
民
的
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
・
公
共
性
の
根
拠
に
つ
い

て
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
試
論
を
提
起
し
よ
う
と
思
う
。

大
き
く
は
次
の
四
つ
の
視
点
か
ら
把
握
で
き
よ
う
。

　
①
ス
ポ
ー
ツ
の
本
質
－
ス
ポ
ー
ツ
は
起
源
に
お
い
て
労
働
か

ら
分
岐
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
健
康
の
維
持
・
増
進
も
達
成
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
は
原
始
共
同
体
社
会
の
存
立
に
と
っ
て

不
可
欠
の
文
化
と
し
て
、
社
会
共
有
の
財
産
で
あ
っ
．
た
。
そ
し
て

現
在
、
一
人
一
人
の
全
面
発
達
と
い
う
課
魑
は
、
単
に
身
体
ぱ
か

り
で
な
く
、
知
的
、
情
緒
的
発
達
を
も
包
含
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
の
ス
ポ
ー
ツ
の
役
割
が
ま
す
ま
す
犬
き
く
な
っ
て
い
る
。

ス
ポ
ー
ツ
は
労
働
と
の
関
わ
り
で
、
か
つ
て
起
源
の
過
程
の
よ
う

に
ス
ポ
ー
ツ
と
労
働
の
個
別
的
対
応
と
し
て
貢
献
す
る
の
で
は
な

く
、
ス
ポ
ー
ツ
の
効
果
の
総
体
と
し
て
、
現
代
の
労
働
と
生
活
の

形
態
に
関
わ
っ
て
お
り
、
ま
す
ま
す
そ
の
位
置
を
高
く
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
ま
た
ス
ポ
ー
ツ
は
そ
れ
自
体
競
争
性
を
内
包
し
た
文
化
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
を
享
受
す
る
こ
と
は
個
人
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
集

団
性
を
持
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
必
要
な
施
設

は
、
広
大
な
自
然
、
土
地
、
建
物
を
必
要
と
し
た
。
さ
ら
に
行
事

μ
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は
何
ら
か
の
レ
ベ
ル
で
の
公
事
と
し
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

こ
れ
は
今
昔
の
差
異
は
少
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
が
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
こ
に
集
団
性
、
共
同
性
、
杜
会
性
、
そ

し
て
公
共
性
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
表
現
を
変
え
れ

ぱ
、
ス
ポ
ー
ツ
は
そ
の
本
質
と
し
て
、
文
化
の
特
性
と
し
て
、
本

来
的
に
公
共
性
を
内
包
し
た
文
化
な
の
で
あ
る
。

　
②
余
暇
．
ス
ポ
ー
ツ
の
所
有
主
体
－
現
代
杜
会
は
生
産
手
段

の
私
的
所
有
社
会
で
あ
る
が
、
生
産
と
消
費
の
社
会
化
は
急
速
に

進
行
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
私
的
所
有
と
社
会
化
と
の
矛
盾
が
、

労
働
者
へ
の
配
分
を
低
く
抑
え
、
彼
ら
の
生
産
と
生
活
の
圧
追
と

な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
必
然
的
に
高
ま
る
労
働
者
の
資

質
は
、
資
本
家
と
し
て
そ
の
向
上
策
に
向
か
わ
せ
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
。
他
方
、
労
働
者
の
権
利
の
向
上
は
、
自
己
学
習
・
教
育
と

し
て
、
資
本
や
権
力
に
よ
る
教
化
で
は
な
い
、
自
由
で
自
主
的
な

文
化
を
希
求
す
る
。
現
代
の
余
暇
・
ス
ポ
ー
ツ
も
ま
た
そ
う
し
た

対
立
の
一
環
を
占
め
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
労
働
者
階
級
と
い
う
被
支
配
階
級
（
被
搾
取

階
級
）
が
、
資
本
家
階
級
と
い
う
支
配
階
級
（
搾
取
階
級
）
に
、

同
等
の
権
利
を
主
張
し
は
じ
め
た
の
も
現
実
で
あ
る
。
「
み
ん
な

の
ス
ポ
ー
ツ
」
「
ス
ポ
ー
ツ
・
フ
ォ
ア
・
オ
ー
ル
」
「
ス
ポ
ー
ツ
を

享
受
す
る
こ
と
は
す
べ
て
の
人
の
権
利
で
あ
る
L
と
す
る
人
権
思

想
は
、
そ
の
点
で
の
大
き
な
前
進
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
だ
け
で
は

ス
ポ
ー
ツ
の
自
由
権
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
か
ら
、
資
本
家
階
級
も
同

調
し
よ
う
。
現
在
の
焦
点
は
む
し
ろ
、
「
新
し
い
自
由
権
は
社
会

権
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
自
由
権

を
保
障
す
る
社
会
権
を
要
求
し
て
い
る
。

　
「
す
べ
て
の
人
の
ス
ポ
ー
ツ
」
、
す
べ
て
の
人
の
余
暇
・
ス
ポ
ー

ツ
所
有
は
、
こ
う
し
て
全
人
民
化
し
つ
つ
あ
る
。
だ
が
再
三
指
摘

す
る
よ
う
に
、
そ
の
全
人
民
化
も
傍
観
の
う
ち
に
実
現
す
る
も
の

で
は
な
い
。
全
人
民
化
の
た
め
の
闘
い
も
ま
た
権
利
・
公
共
性
の

範
曉
の
一
環
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
⑧
現
代
生
活
形
態
の
必
需
－
現
代
の
生
産
・
生
活
の
省
カ
化

は
必
然
的
に
身
体
の
退
化
を
招
来
す
る
。
犬
筋
群
的
身
体
形
成
文

化
の
唯
一
と
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
は
、
身
心
の
解
放
に
と
っ
て
不
可

欠
の
要
素
で
あ
り
、
今
後
は
そ
の
度
合
を
い
っ
そ
う
強
固
な
も
の

と
す
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
必
然
と
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
、
全
社
会

的
必
需
品
と
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
は
、
単
に
私
的
な
、
個
人
主
義
的

な
対
応
で
は
な
く
、
公
共
的
な
対
応
を
必
然
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
o　

④
挙
習
．
教
育
の
本
質
－
以
上
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
た
文
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化
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ス
ポ
ー
ツ
は
学
校
教
育
に
お
い
て
も
社
会

教
育
に
お
い
て
も
、
学
習
・
教
育
が
重
要
に
な
る
。
特
に
社
会
教

育
の
場
合
、
自
ら
が
学
習
主
体
で
あ
り
教
育
主
体
と
な
る
う
え
で
、

批
判
的
精
神
と
自
治
と
創
造
は
不
可
分
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た

め
の
条
件
整
備
を
、
公
的
に
保
障
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う
文
化
は
、
き
わ
め
て
多
様
な
価
値

を
持
っ
た
文
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
の
〈
冠
大
会
〉
に
見
る
よ

う
に
・
企
業
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ツ
プ
と
い
う
宣
伝
効
果
も
高
く
｛
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
国
民
の
愛
国
心
を
刺
激
し
、

ま
た
地
域
ス
ポ
ー
ツ
行
事
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
住
民
の
統
合
カ
に

優
れ
た
文
化
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
資
本
や
権
カ
機
関
か
ら
は
そ

う
し
た
宣
伝
カ
、
統
合
カ
を
期
待
し
た
、
い
わ
ぱ
上
か
ら
の
教
化

的
社
会
教
育
（
体
育
）
を
要
求
し
、
現
状
の
大
勢
も
そ
う
な
っ
て

い
る
。
し
か
る
に
そ
れ
ら
は
国
民
、
住
民
の
学
習
．
教
育
者
と
し

て
の
成
長
、
自
治
と
創
造
の
担
い
手
と
し
て
の
成
長
を
求
め
る
社

会
教
育
（
体
育
）
と
は
対
立
す
る
。
そ
し
て
歴
史
の
発
展
は
後
者

を
選
択
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
㈹
人
民
的
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
．
公
共
性

　
現
代
の
基
本
的
人
権
は
、
生
来
的
な
権
利
、
国
家
の
干
渉
を
否

定
す
る
不
作
為
の
講
求
、
個
人
に
固
有
な
権
利
で
あ
る
自
由
権
と
、

表一3　人民的スポーツの権利・公共性の構造

スポーツの公共杜スポーツの柵．手1j

①スポーツの本一’工

　　労働・遊戯刊

　　全面発達性

　　撫団・共同忙

1－1　山　柚

曜・文化の所有主体

人民的所有（杜会的所有〕

余暇枇

祉　会　梱

代止括形態の必霜

生捌瞳・触服噛（社会全構成

文化の向上　　　　　則

十習・教育の本質

　発連・成甚権

　学習・教育欄

　行政による条件整備

明確亡関係 一・・一一一不明確な関係

そ
の
自
由
権
を
社
会
的
に
保
障
す
る
、
国
家
に
よ
る
作
為
の
請
求
、

社
会
権
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
。
，
．

し
か
し
こ
れ
も
基
本
的
人
権
観
念
の
発
展
過
程
の
結
果
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
九
世
紀
的
「
自
由
権
的
基
本
権
」
か
ら
二
〇
世
紀
的

「
生
存
権
的
基
本
権
」
（
我
妻
栄
）
、
「
社
会
権
」
論
を
基
調
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
特
に
社
会
権
の
場
合
、
「
国
家
の
役
割
の
強
調
に
よ

る
個
人
の
自
由
と
生
存
の
保
障
を
は
か
る
点
に
お
い
て
『
上
か
ら

の
社
会
権
論
』
で
あ
り
、
ま
た
、
『
自
由
権
』
と
『
社
会
権
』
の
強
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調
と
し
て
総
括
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
（
中
略
…
・
－

引
用
者
）
労
働
者
を
中
心
と
す
る
利
害
関
係
者
の
集
団
的
権
利
・

白
由
を
軸
と
す
る
『
下
か
ら
の
社
会
権
論
』
、
お
よ
ぴ
『
社
会
権

の
基
底
に
お
け
る
自
由
権
の
存
在
と
両
者
の
梱
互
関
連
性
』
を
強

　
　
　
　
　
　
｛
3
0
）

調
し
よ
う
と
す
る
L
立
場
と
が
あ
る
。
そ
し
て
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け

る
社
会
権
の
場
合
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
条
件
整
備

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
と
公
共
性
と
を
対
比
し
て
考

え
る
と
き
、
表
3
に
見
る
よ
う
に
両
者
の
関
係
は
複
雑
で
あ
る
。

が
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
点
も
見
い
出
さ
れ
る
。

　
第
一
は
、
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
こ
と
あ
る
が
、
ス
ポ
ー
ツ

の
歴
史
は
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
権
利
と
公
共
性
が

存
在
し
、
そ
の
両
者
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。

　
現
在
の
ス
ポ
ー
ツ
権
研
究
で
は
、
共
同
化
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
権
利

論
へ
と
い
う
方
法
で
あ
り
、
直
接
的
に
公
共
性
諭
と
し
て
は
論
じ

ら
れ
て
来
て
は
い
な
い
が
、
そ
こ
で
含
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

権
利
と
公
共
性
の
不
可
分
性
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
二
は
、
公
共
性
の
内
実
が
、
権
利
論
の
自
由
権
と
社
会
権
の

両
方
と
多
様
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
ぱ
し
ぱ
同
一
の

公
共
性
の
内
容
が
、
自
由
権
に
も
社
会
権
に
も
関
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
自
由
権
、
杜
会
権
そ
れ
ぞ
れ
の
不
明
確
さ
に
も
よ
る
が
、
他

方
、
公
共
性
の
側
の
唆
味
さ
に
も
よ
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
そ

の
こ
と
は
、
現
段
階
に
お
け
る
自
由
権
と
社
会
権
の
相
互
関
連
性

と
そ
の
内
実
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

今
後
の
研
究
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
内
海
和
雄
「
ア
マ
チ
ニ
ァ
リ
ズ
ム
の
終
焉
－
個
人
主
義
の
崩

　
　
壊
か
ら
公
共
性
の
復
権
へ
－
」
（
『
人
文
科
挙
研
究
』
2
6
、
一
橋
大

　
　
学
研
究
年
報
、
一
九
八
七
年
五
月
）
。

　
（
2
）
　
古
城
利
明
『
地
方
政
治
の
社
会
学
』
東
大
出
版
会
、
一
九
七
七

　
　
年
一
月
。

　
（
3
）
　
宮
本
憲
一
『
日
本
の
環
境
問
題
』
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
十
一

　
　
月
、
　
一
九
八
ぺ
－
ジ
。

　
（
4
）
　
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
紬
谷
訳
『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
未
来
社
、

　
　
一
九
七
三
年
六
月
、
二
ぺ
ー
ジ
。

　
（
5
）
江
口
英
一
編
『
現
代
の
生
活
と
「
社
会
化
」
』
労
働
旬
報
社
、

　
　
一
九
八
六
年
二
月
、
二
四
ぺ
ー
ジ
。

　
（
6
）
　
同
前
、
八
二
ぺ
ー
ジ
。

　
（
7
）
　
渡
辺
洋
三
「
公
教
育
と
国
家
」
（
『
法
律
時
報
』
第
四
一
巻
第
十

　
号
、
一
九
六
九
年
八
月
臨
増
、
五
〇
べ
ー
ジ
）
。

（
8
）
　
松
元
忠
士
「
ス
ポ
i
ツ
権
の
法
理
諭
と
課
麿
」
（
『
法
律
時
報
』

　
第
五
三
巻
第
五
号
、
一
九
八
一
年
四
月
、
六
一
ぺ
ー
ジ
。

（
9
）
　
大
川
睦
夫
「
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
」
（
『
社
会
主
義
法
研
究
年
報
』

　
第
六
号
、
一
九
八
一
年
十
二
月
）
。

〃
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（
1
0
）
　
佐
原
龍
誌
「
『
ス
ポ
ー
ツ
権
』
思
想
の
史
的
展
開
」
（
『
東
京
体

　
育
学
研
究
』
第
十
三
号
、
一
九
八
六
年
十
二
月
）
。
こ
こ
で
佐
原
は
、

　
一
八
七
〇
年
代
か
ら
新
憲
法
発
布
ま
で
を
ス
ポ
ー
ツ
権
前
史
の
第
一

　
期
と
し
、
第
二
期
を
新
憲
法
発
布
か
ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
ま
で
と

　
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
期
を
先
の
永
井
論
文
か
ら
現
在
ま
で
、
法

　
的
具
体
化
の
展
開
と
し
て
い
る
。
こ
の
区
分
か
ら
す
れ
ば
、
本
稿
の

　
対
象
と
す
る
の
は
、
「
法
的
具
体
化
の
展
開
期
」
と
す
る
第
三
期
で

　
あ
る
。

（
1
1
）
　
影
山
健
「
椀
利
と
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
」
（
『
現
代
ス
ポ
ー
ツ
論
序

　
説
』
大
修
館
書
店
、
一
九
七
七
年
九
月
）
。

（
1
2
）
　
浜
野
吉
生
『
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
法
学
の
諸
問
魑
』
前
野
書
店
、

　
一
九
八
三
年
九
月
、
五
ぺ
ー
ジ
。

（
1
3
）
　
伊
藤
高
弘
「
ス
ポ
ー
ツ
権
と
ス
ポ
ー
ツ
運
動
」
（
『
体
育
科
　
。
教

　
育
』
一
九
七
五
年
十
月
、
十
二
ぺ
ー
ジ
）
。

（
1
4
）
　
同
、
「
ス
ポ
ー
ツ
権
と
国
民
ス
ポ
ー
ツ
運
動
」
（
『
一
橋
論
叢
』

　
第
七
七
巻
第
一
号
、
一
九
七
七
年
一
月
、
八
二
ぺ
ー
ジ
）
。

（
1
5
）
　
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
（
4
）
に
同
じ
。

（
1
6
）
　
内
海
和
雄
「
史
的
唯
物
論
と
ス
ポ
ー
ツ
」
（
『
一
橘
論
叢
』
第
九

　
七
巻
第
三
号
、
一
九
八
七
年
三
月
、
十
三
ぺ
ー
ジ
）
。

（
〃
）
　
宮
本
憲
一
編
『
公
共
事
業
と
現
代
資
本
主
義
』
垣
内
出
版
、
一

　
九
八
二
年
六
月
、
十
三
ぺ
ー
ジ
。

（
1
8
）
　
江
口
英
一
、
（
5
）
に
同
じ
。

（
1
9
）
　
宮
本
憲
一
『
社
会
資
本
論
』
有
斐
閣
、
一
九
六
七
年
十
月
。

（
2
0
）
　
山
本
英
治
編
『
現
代
社
会
と
共
同
社
会
形
成
』
垣
内
出
版
、
一

　
九
八
二
年
七
月
、
四
五
～
六
ぺ
ー
ジ
。

（
2
1
）
　
同
前
、
四
六
ぺ
ー
ジ
。

（
2
2
）
　
宮
本
憲
一
、
（
1
7
）
の
四
七
ぺ
ー
ジ
。

（
2
3
）
　
堀
尾
輝
久
『
現
代
教
育
の
思
想
と
構
造
』
岩
波
書
店
、
一
九
七

　
一
年
八
月
。

（
2
4
）
　
渡
辺
洋
三
、
（
7
）
の
四
八
べ
ー
ジ
。

（
妬
）
　
島
田
修
一
『
社
会
教
育
の
自
由
と
自
治
』
青
木
暫
店
、
一
九
八

　
五
年
四
月
。

（
2
6
）
　
島
田
修
一
「
生
涯
教
育
政
策
と
社
会
教
育
の
公
共
性
」
（
『
生
涯

　
教
育
政
策
と
社
会
教
育
』
日
本
社
会
教
育
学
会
編
、
一
九
八
六
年
九

　
月
、
二
一
ぺ
ー
ジ
）
。

（
2
7
）
　
渡
辺
洋
三
『
法
を
挙
ぷ
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
五
月
、
二

　
一
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
2
8
）
　
A
・
ヴ
オ
ー
ル
、
唐
木
・
上
野
訳
『
近
代
ス
ポ
ー
ツ
の
社
会

　
史
』
ぺ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
社
、
一
九
八
O
年
四
月
。

（
2
9
）
　
内
海
和
雄
、
（
1
）
に
同
じ
。

（
3
0
）
　
中
村
睦
男
「
歴
史
的
・
恩
想
史
的
に
み
た
『
社
会
権
』
の
再
検

　
討
」
（
『
法
律
時
報
』
第
四
三
巻
第
一
号
、
一
九
七
一
年
一
月
、
九
ぺ

　
ー
ジ
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橘
大
学
助
教
授
）

48




